
 

 

 

 

 

● 草津栗東防犯自治会  ℡０７７－５５１－０１０９ ● 草津警察署  ℡０７７－５６３－０１１０ 

先月号でもお知らせしましたが、県内でコンビニ収納代行サービスを悪用し

た架空請求詐欺が多発しています。 

手口は、「訴訟最終告知」等と書かれたハガキを送りつけ、コンビニの収納代

行サービスを悪用して現金を騙し取るものです。 

コンビニ収納代行サービスとは、十数桁の番号を店員に伝えたり、店内のマ

ルチメディア端末に入力して、ネット通販等の支払いができるサービスです。 

草津警察署管内では、4 月 16 日、高齢者がこうした手口で現金 10 万円を

騙し取られる被害が発生しました。 

身に覚えのない訴訟に関するハガキが届いたり「コンビニ収納代行サービス

でお金を支払って」等と言われたら「詐欺」を疑って、家族や警察に相談して、

被害に遭わないようにしましょう。 

 

 平成 29年中、県内の薬物事犯の検挙人員は 118人(前年対比＋9人)で、

大麻事犯が激増し、全体の 4割を占めました。 

 覚醒剤事犯では、 

   ･30代と 40代が全体の約 6割 

   ･再犯者が全体の約 6割 

 大麻事犯では、 

   ･10代から 30代前半が全体の約 9割 

といった点が特徴です。 

 また、覚醒剤等の違法薬物と暴力団との繋がりは深く、その密売が、暴力

団の大きな資金源となっています。 

 薬物乱用者の多くは、好奇心から軽い気持ちで薬物を使い始め、その後、

薬物の強い依存性によって、自分の意志ではやめられなくなります。 

 その結果、薬物に魂を奪い取られて、ほかの犯罪に手を染め、自分や家族

等を傷付けてしまうのです。 

 薬物には絶対に手を出さないようにしましょう。  

◆ 薬物に関する情報・相談等の連絡先 ◆ 

  ○ 最寄りの警察署、もしくは滋賀県警察本部     

(組織犯罪対策課)  ℡ 077-522-1231 

  ○ 相談電話：県民の声 110番  ℡ 077-525-0110 

 



 
 4月 16日、草津警察署が草津市内のエイス

クエアにおいて、16 日の「トーロク(登録)の

日」に合わせて、滋賀県自転車軽自動車商業協

同組合草津栗東支部、滋賀県、草津市の関係機

関と協働で、上記啓発を実施しました。買い物

客に、自転車盗難被害に遭わないために、カギ

かけ「2(ツー)ロック」等を呼びかけました。 

  
① まずは鍵かけ！！ 

「ちょっと拝借」感覚の犯人は、鍵をかけてい

ない簡単に盗める自転車を狙います。 

② 2（ツー）ロックで防御！！ 
盗もうとするものは、解錠や破壊に手間取るこ

とを嫌がります。 

③ 防犯対策で選ぶ！！ 
管理者がいる、防犯カメラがある、人目につく

など、できるだけ安全な駐輪場を選びましょう。 

④ 地球にロック！！ 
駐輪場のラックや柵など、地面に固定されてい

るものと自転車を鍵でロックしましょう。 

⑤ 見られない保管方法！！ 
カバーをかける、車庫や玄関に入れるなど、人

目につかない工夫により、盗もうとする気持ち

を起こさせないことが大切です。 

滋賀県では、安全なまちづくりのため、地域で取り組みを

進めていただいている自主防犯活動団体や自治会などの集ま

りに、警察官OBの防犯アドバイザーが自らの経験を生かし

て、次のようなアドバイスを行っています。 

 ○防犯パトロール時の注意ポイント 

○防犯診断時の注意ポイント 

 ○通学路や公園などの危険箇所点検時の注意ポイント 

 ○防犯教室での講演 

 ○広報･啓発活動への指導･助言 

上記以外にも様々な防犯活動に関するアドバイスなども行っ

ています。 

【主な犯罪発生件数】 

・空き巣等････････７件  

・ひったくり･･････０件 

・自転車盗･･････３７件  

・万引き････････１１件 

・自販機ねらい････３件 

・車上ねらい･･････５件  

・オートバイ盗････８件 

・器物損壊･･････１６件  

■お問い合わせ・お申し込み先 

滋賀県警察本部生活安全企画課 ℡【077-522-1231（代表）】 

草津警察署生活安全課         ℡【077-563-0110（代表）】 

 


